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三

は
じ
め
に

中
國
近
世
で
は
、（
歬
漢
）
劉
向
の
『
列
女
傳
』
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
の

內
容
を
改
變
し
、
あ
る
い
は
新
作
を
加
え
た
俗
本
系
の
「
列
女
傳
」
が
、
坊
刻
本

と
し
て
何
種
類
も
出
版
さ
れ
た
。
中
國
近
世
で
一
般
に
「
列
女
傳
」
と
呼
ば
れ
た

も
の
は
、
そ
う
し
た
俗
本
系
の
「
列
女
傳
」
が
多
い（

１
）。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
淸
代

に
刊
行
さ
れ
た
『
列
女
傳
演
義
』
は
、
俗
本
系
の
「
列
女
傳
」
の
中
で
は
、
劉
向

の
『
列
女
傳
』
に
近
い
內
容
を
持
つ
も
の
で
、『
列
女
傳
』
を
讀
み
や
す
く
白
話

に
直
し
、
內
容
を
改
め
、
さ
ら
に
は
（
朙
）
馮
夢
龍
『
情
史
』
な
ど
を
藍
本
に
新

し
く
創
作
し
た
作
品
を
收
錄
し
て
い
る
。

か
つ
て
『
列
女
傳
演
義
』
卷
四 

貞
順
傳
を
取
り
上
げ
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』

と
比
較
・
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
眞
心
か
ら
現
れ
る
「
貞
」
と
「
順
」

の
重
視
と
い
う
新
た
な
女
性
へ
の
規
範
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
朙
ら
か
に
し

た（
２
）。
本
稿
は
、
こ
れ
を
承
け
て
『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳
の
特
徵
を
檢
討

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
劉
向
の
『
列
女
傳
』
を
「
古
列
女
傳
」
と

稱
す
る
。

一
、「
古
列
女
傳
」
の
節
義

『
列
女
傳
演
義
』
全
六
卷
は
、
底
本
と
し
た
首
都
圖
書
館
藏
古
吳
三
多
齋
本
の

表
紙
に
は
、「
古
今
列
女
傳
演
義
」
と
あ
る
（
本
稿
で
は
『
列
女
傳
演
義
』
と
略
稱
）。

作
者
は
不
朙
で
、
馮
夢
龍
か
そ
の
息
子
の
馮
焴
で
あ
る
と
さ
れ
る（
３
）。『
列
女
傳
演

義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
に
は
收
錄
さ
れ
る
卷
七 

孽
嬖
傳
を
缺
き
、
卷
一 

母
儀

傳
・
卷
二 

賢
朙
傳
・
卷
三 

仁
智
傳
・
卷
四 

貞
順
傳
・
卷
五 

節
義
傳
・
卷
六 

辨

通
傳
に
分
け
て
、
計
百
十
人
の
話
を
收
錄
し
て
い
る
。『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節

義
傳
は
、「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳
に
收
錄
さ
れ
る
全
十
五
篇
か
ら
、
第
二
番

目
と
第
三
番
目
の
話
を
除
い
た
十
三
篇
を
白
話
文
に
直
す
と
共
に
、
新
た
に
十
三

篇
の
話
を
加
え
て
い
る
。
卷
五 

節
義
傳
は
、『
列
女
傳
演
義
』
の
中
で
最
も
新
作

の
多
い
卷
で
あ
る
。

「
古
列
女
傳
」
か
ら
削
除
し
た
話
の
理
由
か
ら
檢
討
し
よ
う
。「
古
列
女
傳
」
の

第
二
番
目
の
話
で
あ
る
「
楚
成
鄭
瞀
」
は
、
立
太
子
に
媵
妾
が
關
わ
る
話
で
あ
る

た
め
、
中
國
近
世
の
皇
帝
權
力
の
あ
り
方
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
第
三
番
目
の
話
の

「
晉
圉
懷
嬴
」
は
、
父
と
夫
へ
の
義
を
重
ん
じ
た
懷
嬴
が
二
夫
に
ま
み
え
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
稿
の
三
で
扱
う
中
國
近
世
の
「
節
義
」
の
基
準
と
な
る
守
貞
か
ら

『
列
女
傳
演
義
』
に
お
け
る
節
義
に
つ
い
て
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〇
四

母
を
先
に
し
て
兄
弟
を
後
に
し
、
兄
弟
を
先
に
し
て
交
友
を
後
に
し
、
交
友

を
先
に
し
て
妻
子
を
後
に
す
」
と
。
妻
子
は
、
私
愛
な
り
。
君
に
事
ふ
る

は
、
公
義
な
り
。
今 

子 

妻
子
の
故
を
以
て
、
人
臣
の
節
を
失
ひ
、
君
に
事

ふ
る
の
禮
を
無な

み

す
。
忠
臣
の
公
衟
を
棄
て
、
妻
子
の
私
愛
を
營
み
、
生
を
偸

み
苟

か
り
そ
め

に
活
く
る
は
、
妾
ら
だ
に
之
を
恥
づ
、
況
ん
や
子
に
於
て
を
や（
５
）。

妻
は
、「
義
」
と
は
君
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
蓋
將
之
妻
」
の
主
題
で
あ
る
「
節
義
」
と
は
、
君
主
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
周
書
』（
逸
周
書
）
を
引
用
し
て
、
義
を
盡
く
す
べ
き
先

後
關
係
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
沿
っ
て
妻
子
は
「
私
愛
」
で
あ
り
、
君
主

に
仕
え
る
こ
と
こ
そ
が
、「
公
義
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
忠
臣
の
「
公

衟
」
を
捨
て
、
妻
子
の
「
私
愛
」
に
生
き
る
の
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
邱

子
を
責
め
、
そ
の
後
、
妻
は
自
殺
す
る
の
で
あ
る（

６
）。

劉
向
は
、「
君
子
曰
く
」
と
『
詩
經
』
を
附
す
。
そ
し
て
、
頌
に
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

君
子 

謂
へ
ら
く
、「
蓋
將
の
妻
は
、

に
し
て
義
を
好
む
」
と
。
詩
に
曰

く
、「
淑
人
・
君
子
、
其
の
德
回

よ
こ
し
ま

な
ら
ず
」
と
は
、
此
れ
之
の
謂
な
り
。 

頌
に
曰
く
、「
蓋
將
の
妻
、
節
に
據
る
こ
と
銳
精
た
り
。
戎 

既
に
蓋
を
滅
ぼ

す
も
、
邱
子 

獨
り
生
く
。
妻 

死
せ
ざ
る
を
恥
ぢ
、
五
榮
を
陳
設
す
。
夫
の

爲
に
先
に
死
し
、
卒
に
顯
名
を
遺
す
」
と（

７
）。

 

『
詩
經
』
は
小
雅 

鼓
鍾
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
淑
人
・
君
子
」
は
、
古
の
善

人
・
君
子
を
指
す（

８
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
『
詩
經
』
の
引
用
に
よ
っ
て
、
話
の
中
で

表
現
さ
れ
て
い
る
「
節
義
」
は
、
女
性
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
君
主
と
い
う
「
公
」
の
た
め
に
「
私
愛
」
を
犧
牲
に
し
て

「
忠
」「
孝
」
を
盡
く
す
こ
と
、
こ
れ
が
劉
向
の
說
く
特
徵
的
な
「
節
義
」
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
男
女
の
別
は
な
い
。
三
で
扱
う
よ
う
に
、『
列
女
傳
演
義
』
が
著

大
き
く
逸
脫
す
る
。
そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
こ
の
二
篇
は
削
除
さ
れ
た
と
考
え

て
よ
い
。
で
は
、『
列
女
傳
演
義
』
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
節
義
」
と
は
、「
古

列
女
傳
」
に
お
け
る
「
節
義
」
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
兩
本

の
節
義
の
捉
え
方
を
朙
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
劉
向
の
「
節
義
」
の
特
徵
が

朙
確
に
現
れ
る
「
蓋
將
之
妻
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

蓋
國
の
將
軍
で
あ
っ
た
邱
子
は
、
蓋
國
が
戎
に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
殺
さ
れ
た
國

君
の
あ
と
を
追
っ
て
殉
死
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
妻
子
を
殺
す
と
脅
さ
れ
、
自

害
で
き
ず
に
家
へ
戾
っ
た
。
す
る
と
、
邱
子
の
妻
は
、
邱
子
を
次
の
よ
う
に
批
判

し
た
。吾 

聞
く
な
ら
く
、
將
の
節
は
勈
に
し
て
生
を
果
た
さ
ず
、
故
に
士
民 

力
を

盡
く
し
て
死
を
畏
れ
ず
。
是
を
以
て
戰
に
勝
ち
攻
取
す
、
故
に
能
く
國
を
存

し
君
を
安
ん
ず
と
。
夫
れ
戰
ひ
て
勈
を
忘
る
る
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
君 

亡し

し
て
死
せ
ざ
る
は
、忠
に
非
ざ
る
な
り
。
今 

軍
は
敗
れ
君
は
死
す
る
に
、

子 

獨
り
何
ぞ
生
く
る
や
。
忠
孝 

身
に
忘
れ
、
何
ぞ
忍
び
て
以
て
歸
る
か（
４
）。

妻
は
、
將
の
「
節
」
と
は
勈
敢
に
戰
い
死
ぬ
こ
と
、
そ
れ
を
貫
く
こ
と
が

「
孝
」
で
あ
り
、「
忠
」
で
あ
る
と
邱
子
を
責
め
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
邱
子

は
、
君
主
が
死
ん
だ
あ
と
自
殺
を
試
み
た
こ
と
、
そ
し
て
自
殺
を
す
れ
ば
、
妻
子

が
誅
殺
さ
れ
る
の
で
、
死
ね
な
か
っ
た
と
辯
朙
す
る
。
し
か
し
、
妻
は
、
さ
ら
に

「
義
」
と
は
何
か
を
說
い
て
、
邱
子
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

吾 

之
を
聞
く
、
主 

憂
ふ
れ
ば
臣
は
辱
し
め
ら
れ
、
主 

辱
め
ら
る
れ
ば
臣
は

死
す
と
。
今 

君 

死
す
も
子 

死
せ
ざ
る
は
、
義
と
謂
ふ
可
け
ん
や
。
多
く
士

民
を
殺
し
、
國
を
存
す
る
能
は
ざ
る
に
自
ら
活
く
る
は
、
仁
と
謂
ふ
可
け
ん

や
。
妻
子
を
憂
ひ
て
仁
義
を
忘
れ
、
故
君
に
背
き
て
强
暴
な
る
に
事
ふ
る

は
、
忠
と
謂
ふ
可
け
ん
や
。
人
に
し
て
忠
臣
の
衟
・
仁
義
の
行

お
こ
な
ひ

無
き
は
、

賢
と
謂
ふ
可
け
ん
や
。
周
書
に
曰
く
、「
君
を
先
に
し
て
臣
を
後
に
し
、
父
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て

一
〇
五

た
。
齊
の
將
軍
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、
婦
人
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

己
の
子
は
、
私
愛
な
り
。
兄
の
子
は
、
公
義
な
り
。
夫
れ
公
義
に
背
き
て
私

愛
に
嚮む

か

ひ
、
兄
の
子
を
亡
く
し
て
妾
の
子
を
存そ
ん

せ
ば
、
幸
に
し
て
幸
を
得
る

も
、
則
ち
魯
君
は
吾
を
畜や

し
な

は
ず
、
大
夫
は
吾
を
養
は
ず
、
庶
民
・
國
人
は

吾
に
與く

み

せ
ざ
る
な
り
。
夫
れ
是か
く

の
如
く
ん
ば
、
則
ち
肩
を
脅す
ぼ

む
る
も
容
る
る

所
無
く
し
て
、
足
を
累か

さ

ぬ
る
も
履ふ

む
所
無
き
な
り
。
子
は
痛
ま
し
と
雖
も
、

獨
り
義
を
何
と
謂
ふ
や
。
故
に
子
を
棄
つ
る
を
忍
び
て
義
を
行
へ
り
。
義
無

く
し
て
魯
國
を
視
る
こ
と
能
は
ず）

（（
（

。

婦
人
は
、
自
分
の
子
を
助
け
る
こ
と
は
「
私
愛
」
で
あ
り
、「
公
義
」
と
し
て

は
兄
の
子
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
義
」
に
㊜
っ
た
行
動
を
し
な
け
れ

ば
、
た
と
え
自
分
と
自
分
の
子
の
命
が
助
か
っ
た
と
し
て
も
、
魯
の
國
で
は
生
き

て
い
け
な
い
と
述
べ
た
。
齊
の
將
は
こ
の
婦
人
の
言
葉
を
聞
く
と
、
人
を
遣
わ
せ

て
國
君
に
次
の
よ
う
に
報
吿
し
た
。

魯 

未
だ
伐
つ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
乃
ち
境
に
至
る
や
、
山
澤
の
婦
人
す
ら

も
、
猶
ほ
節
を
持
し
義
を
行
ひ
、
私
を
以
て
公
を
害そ

こ
な

は
ざ
る
を
知
る
。
而

る
に
況
ん
や
朝
臣
・
士
大
夫
に
於
て
を
や
。
還
ら
ん
こ
と
を
請
ふ）

（1
（

。

こ
う
し
て
魯
が
保
全
さ
れ
た
こ
と
を
「
古
列
女
傳
」
は
、
評
に
よ
り
高
く
評
價

し
、
そ
の
あ
と
に
『
詩
經
』
を
引
用
し
て
、
頌
で
も
ま
た
婦
人
の
行
い
を
次
の
よ

う
に
稱
え
て
い
る
。

公
正
誠
信
な
る
も
の
は
、
義
を
行
ふ
に
果
な
り
。
夫
れ
義
は
其
れ
大
い
な
る

か
な
。
匹
婦
に
在
り
と
雖
も
、
國 

猶
ほ
之
に
賴
る
。
況
ん
や
禮
義
を
以
て

國
を
治
む
る
を
や
。
詩
に
云
ふ
、「
覺
た
る
德
行
㊒
り
、
四
國 

之
に
順
ふ
」

と
は
、
此
れ
之
の
謂
な
り
。
頌
に
曰
く
、「
齊
君 

魯
を
攻
め
、
義
姑 

節
㊒

り
。
軍
を
見
て
山
に
走
り
、子
を
棄
て
て
姪
を
抱
く
。
齊
將 

之
を
問
ひ
て
、

其
の
理
を
推
す
を
賢
と
す
。
一
婦 

義
を
爲
し
、
齊
の
兵 

遂
て
止
む
」
と）

（1
（

。

わ
さ
れ
た
中
國
近
世
に
お
い
て
は
、「
節
義
」
と
は
女
性
の
守
貞
を
指
し
て
用
い

ら
れ
る
場
合
が
多
い（

９
）。『
列
女
傳
演
義
』
が
、
卷
五 

節
義
傳
に
最
も
多
く
の
新
作

を
插
入
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
方
の
『
列
女
傳
演
義
』
で
の
「
蓋
將
之
妻
」
は
、「
古
列
女
傳
」
の
「
蓋
將

之
妻
」
を
丁
寧
に
白
話
文
に
直
し
て
い
る
。「
古
列
女
傳
」
と
の
違
い
は
、
二
カ

所
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
。
第
一
は
、「
古
列
女
傳
」
に
あ
っ
た
妻
の
「
戰
い
に

勈
氣
を
忘
れ
る
の
は
孝
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
孝
」

で
あ
る
こ
と
が
「
忠
」
で
あ
る
と
兩
者
が
直
接
結
び
つ
く
『
孝
經
』
の
論
理
が
强

か
っ
た
漢
代
で
は
、
君
主
に
盡
く
す
「
孝
」
は
、「
忠
」
と
同
義
で
あ
る
た
め
、

「
古
列
女
傳
」
の
妻
の
發
言
は
不
自
然
で
は
な
い）

（1
（

。
し
か
し
、
中
國
近
世
で
は
違

和
感
が
あ
っ
た
た
め
、『
列
女
傳
演
義
』
の
作
者
は
削
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第

二
の
違
い
は
、
經
書
の
引
用
と
『
列
女
傳
演
義
』
の
作
者
が
附
し
た
評
（
以
下
、

作
者
評
）
で
あ
る
。
經
書
の
引
用
に
つ
い
て
は
、「
古
列
女
傳
」
に
あ
っ
た
「
君

子 

謂
へ
ら
く
、
蓋
將
の
妻
は
、

に
し
て
義
を
好
む
」
は
取
り
入
れ
、『
詩
經
』

を
削
除
し
て
い
る
。
作
者
評
で
は
、『
孟
子
』
が
い
う
よ
う
に
、
羞
惡
の
心
は
み

な
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
、
妻
の
行
動
は
そ
の
羞
惡
の
心
が
發
端
と
な
っ
て
い
る

と
述
べ
ら
れ
る
。
中
國
近
世
で
は
、
四
書
が
尊
重
さ
れ
た
た
め
、『
孟
子
』
の
四

端
說
に
よ
り
義
の
說
朙
を
す
る
こ
と
で
、
讀
者
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、「
古
列
女
傳
」
と
『
列
女
傳
演
義
』
の
「
蓋
將
之
妻
」
は
共
に
、
盡
く

す
べ
き
「
公
義
」
の
相
手
を
君
主
で
あ
る
と
し
、
妻
子
を
「
私
愛
」
と
し
て
い
た

が
、「
魯
義
姑
姉
」
に
お
い
て
は
、
兄
の
子
を
「
公
義
」・
自
分
の
子
を
「
私
愛
」

と
關
係
づ
け
て
い
る
。「
古
列
女
傳
」
か
ら
揭
げ
よ
う
。

齊
が
魯
を
攻
め
た
時
、
一
人
の
婦
人
が
二
人
の
男
の
子
と
迯
げ
た
。
軍
勢
が
追

い
つ
き
そ
う
に
な
る
と
、
婦
人
は
自
分
の
子
を
棄
て
、
兄
の
子
を
連
れ
て
迯
げ
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第
二
の
違
い
は
、『
列
女
傳
演
義
』
が
作
者
評
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
點
で
あ
る
。

子む
す
こ

を
棄
て
姪お
い

を
殘
す
の
は
、
鄧
伯
衟
の
行
爲
（
と
同
じ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は

聖
賢
の
衟
の
中
庸
に
は
合
致
し
な
い
が
、
そ
の
心
の
ま
こ
と
を
窺
え
ば
、
ま

た
賢
と
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
行
き
過
ぎ
の
き
ら
い
が
あ
り
、
も

し
公
と
私
（
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
）
で
論
じ
て
も
と
て
も
難
し
い
行
爲
で
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。（
し
か
し
）
も
し
そ
う
せ
ず
に
姪お
い

を
棄
て
子む
す
こ

を

殘
し
て
い
れ
ば
、
心
に
安
ん
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
義
姑
姉
の
剛
直
な
言
葉
は
、
齊
の
軍

を
撤
退
さ
せ
、
そ
の
義
は
國
に
お
い
て
㊒
益
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
こ
の

と
お
り
で
あ
る）

（1
（

。

鄧
伯
衟
は
、『
晉
書
』
卷
九
十
に
專
傳
を
持
つ
鄧
攸
の
こ
と
で
、
自
分
の
子
を

棄
て
て
ま
で
、
死
ん
だ
弟
の
血
筋
を
守
っ
た
。『
列
女
傳
演
義
』
の
作
者
は
、
そ

の
行
爲
に
つ
い
て
、「
聖
賢
の
衟
の
中
庸
に
は
合
致
し
な
い
」
と
批
判
的
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
鄧
伯
衟
が
自
分
の
子
を
殘
し
て
い
れ
ば
心
が
安
ん
じ
た
と
も
言
い

切
っ
て
い
な
い
。
義
姑
姉
は
、
嫁
ぎ
先
の
繼
嗣
を
守
る
義
務
を
放
棄
し
て
ま
で
、

兄
の
子
を
優
先
し
た
。
兄
の
子
を
優
先
す
る
と
い
う
公
義
を
選
ん
だ
義
姑
姉
の
行

動
は
、
中
國
近
世
に
お
け
る
繼
嗣
觀
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。『
列
女
傳
演
義
』
の
作

者
は
、
鄧
伯
衟
の
事
例
を
擧
げ
る
こ
と
に
よ
り
義
姑
姉
の
行
き
過
ぎ
た
行
爲
に
解

釋
の
餘
地
を
殘
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
そ
の
も
の
は
古
典
と
し
て

尊
重
し
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
批
判
す
る
こ
と
は
避
け
よ
う
と
し
た
。
批
判
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
古
列
女
傳
」
第
二
番
目
、
第
三
番

目
の
話
で
あ
る
「
楚
成
鄭
瞀
」・「
晉
圉
懷
嬴
」
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
そ
の
話
を

削
除
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
國
近
世
に
お
け
る
社
會
通
念
と
合
わ
な
い
場
合

引
用
さ
れ
る
『
詩
經
』
は
、
大
雅 

抑
で
、
德
が
顯
れ
る
賢
哲
の
士
に
四
方
の

國
が
從
う
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
も
、
對
象
は
女
性
に
限
定
さ
れ
な
い
。
頌
で
は
婦

人
の
「
義
」
に
よ
り
、
齊
の
軍
が
侵
攻
を
止
め
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
評
か
ら

は
、「
禮
義
」
に
よ
り
國
を
治
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
效
力
は
絕
大
と
い
う

こ
と
が
劉
向
の
主
張
で
あ
る
と
分
か
る
。

『
列
女
傳
演
義
』
は
、
こ
れ
を
丁
寧
に
白
話
文
に
直
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
違

和
感
を
和
ら
げ
る
た
め
の
書
き
換
え
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
自
分
の
子
を

「
私
愛
」
と
し
、
兄
の
子
を
「
公
義
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
國
近

世
の
宗
族
の
意
識
で
は
、
兄
の
子
を
「
公
義
」
と
扱
う
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ

る
。
こ
の
た
め
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、
齊
將
に
、「
兄
の
子
も
身
內
だ
が
、
自
分

の
子
ど
も
の
方
が
近
い
存
在
で
あ
る
。
自
分
の
子
を
棄
て
、
兄
の
子
を
抱
い
て

迯
げ
た
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
」
と
問
わ
せ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は
、
兄
の
子
を

「
公
」、
自
分
の
子
を
「
私
」
と
完
全
に
區
別
す
る
「
古
列
女
傳
」
の
「
公
・
私
」

觀
と
近
世
に
お
け
る
違
い
を
調
整
す
る
た
め
の
加
筆
と
考
え
て
よ
い
。

中
國
近
世
の
宗
法
か
ら
見
れ
ば
、
兄
の
子
は
、
こ
の
婦
人
に
と
っ
て
出
身
宗
族

の
子
で
あ
る）

（1
（

。
婦
人
が
そ
の
子
を
助
け
よ
う
と
す
る
正
當
性
が
、
齊
將
の
言
葉
に

よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
國
近
世
の
族
譜
に
は
、
妻
の
出
身
宗
族
に

つ
い
て
記
錄
さ
れ
る
場
合
も
多
く
、
そ
れ
な
り
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

女
性
は
、
嫁
ぎ
先
の
宗
族
の
一
員
と
し
て
夫
の
宗
族
の
血
す
じ
の
維
持
に
貢
獻
す

べ
き
立
場
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か
と
い
え
ば
、
當
然
、

嫁
ぎ
先
の
繼
嗣
問
題
を
重
視
す
る
の
が
宗
族
內
に
お
け
る
女
性
の
つ
と
め
で
あ
っ

た）
（1
（

。
そ
の
よ
う
な
社
會
通
念
を
背
景
と
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
兄
の
子
を
守
る
こ

と
を
選
ん
だ
婦
人
の
心
情
、
具
體
的
に
は
、
公
義
を
優
先
す
る
意
識
を
節
義
と
捉

え
、
古
の
婦
人
へ
の
思
い
や
憧
憬
を
『
列
女
傳
演
義
』
は
描
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
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母 

對
へ
て
曰
く
、「
少
な
る
者
は
、
妾
の
子
な
り
。
長
な
る
者
は
、
歬
妻
の

子
な
り
。
其
の
父 

疾
み
て
且
に
死
せ
ん
と
す
る
の
時
、
之
を
妾
に
屬
し
て

曰
く
、「
善
く
養
ひ
て
之
を
視
よ
」
と
。
妾
曰
く
、「
諾
」
と
。
今 

既
に
人

の
託
を
受
け
、
人
に
許
す
に
諾
を
以
て
す
。
豈
に
以
て
人
の
託
を
忘
れ
て
、

其
の
諾
を
信
と
せ
ざ
る
可
け
ん
や
。
且
つ
兄
を
殺
し
弟
を
活
か
す
は
、
是
れ

私
愛
を
以
て
公
義
を
廢
す
る
な
り
。
言
に
背
き
信
を
忘
る
る
は
、
是
れ
死
せ

る
者
を
欺
く
な
り
。
夫
れ
言
ひ
て
約
束と

と
の

は
ず
、
已
に
諾
し
て
分さ
だ

め
ず
、
何

を
以
て
世
に
居
ら
ん
や
。
子 

痛
ま
し
と
雖
も
、
獨
り
行
を
ば
何
と
謂
は
ん

や
。
泣 

下
り
て
襟
を
沾
ら
す）

（1
（

。

母
は
、
先
妻
の
生
ん
だ
子
で
あ
る
兄
を
殺
し
て
、
自
分
の
生
ん
だ
子
で
あ
る

弟
を
生
か
す
の
は
、「
私
愛
」
に
よ
り
「
公
義
」
を
廢
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
夫
の
遺
言
に
背
く
こ
と
は
「
信
義
」
に
背
く
こ
と
に
な
る
と
の
理
由
に
よ

り
、
泣
き
な
が
ら
自
分
の
子
を
殺
し
て
欲
し
い
と
答
え
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
王

は
、
母
の
節
義
を
稱
え
、
行
い
を
評
價
し
て
兄
弟
を
共
に
許
し
、
母
に
「
義
母
」

と
い
う
稱
號
を
贈
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

先
妻
の
子
で
あ
る
兄
を
遺
す
こ
と
を
「
公
義
」、
自
分
の
子
を
遺
す
こ
と
を

「
私
愛
」
と
位
置
づ
け
、
私
愛
よ
り
も
公
義
を
優
先
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
い

う
點
で
は
、
先
に
擧
げ
た
「
魯
義
姑
姉
」
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、
私
愛
を
捨
て
、
公
義
を
全
う
し
よ
う

と
す
る
母
の
意
志
を
强
調
す
る
た
め
に
、「
古
列
女
傳
」
で
は
、「
寡
人 

度
る
に
、

其
の
母
は
能
く
子
の
善
惡
を
知
ら
ん
。
試
み
に
其
の
母
に
問
ひ
、
其
の
殺
し
活
か

さ
ん
と
欲
す
る
所
を
聽
け
（
寡
人
、
度
其
母
能
知
子
善
惡
。
試
問
其
母
、
聽
其
所
欲
殺

活
）」
と
な
っ
て
い
る
王
の
言
葉
を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
い
る
。

わ
し
が
考
え
る
に
、
子
の
善
し
惡
し
は
、
母
親
で
あ
れ
ば
よ
く
知
っ
て
お
ろ

う
。
試
し
に
そ
の
母
親
を
呼
び
出
し
て
、
こ
れ
を
尋
ね
て
み
れ
ば
、
閒
違
い

に
は
、
違
和
感
を
な
く
す
た
め
に
字
句
を
改
め
、
作
者
評
に
說
朙
を
加
え
る
こ
と

で
調
整
を
圖
っ
た
。
こ
の
た
め
、「
古
列
女
傳
」
を
踏
襲
し
た
『
列
女
傳
演
義
』

の
話
で
は
、
私
愛
よ
り
も
公
義
を
優
先
す
る
こ
と
を
奬
勵
す
る
「
古
列
女
傳
」
の

構
成
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
繼
承
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
列
女
傳
演

義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
に
み
え
る
私
愛
よ
り
も
公
義
を
優
先
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
さ
ら
に
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
の
表
現
技
法
を
用
い
て
い
る
。
二
と
し
て

檢
討
を
續
け
よ
う
。

二
、『
列
女
傳
演
義
』
に
お
け
る
敎
訓
的
表
現

私
愛
よ
り
も
公
義
を
優
先
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
と
捉
え
る
劉
向
の
考

え
は
、『
列
女
傳
演
義
』
で
は
、
女
性
の
さ
ら
な
る
自
發
的
な
意
志
に
よ
り
私
情

を
捨
て
規
範
を
守
る
女
性
を
描
く
こ
と
に
よ
り
說
朙
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
生
ん

だ
子
よ
り
も
先
妻
の
生
ん
だ
子
を
優
先
す
る
と
い
う
「
齊
義
繼
母
」
の
事
例
を
檢

討
し
よ
う
。

「
古
列
女
傳
」
か
ら
揭
げ
た
い
。
齊
の
宣
王
田
辟
彊
の
と
き
、
衟
で
喧
嘩
を
し

て
死
ん
だ
者
が
あ
っ
た
。
そ
の
傍
に
二
人
の
子
ど
も
の
兄
弟
が
立
っ
て
お
り
、
共

に
自
分
が
殺
し
た
と
言
っ
た
。
王
は
兄
弟
の
ど
ち
ら
が
犯
人
か
判
斷
で
き
な
い
た

め
、
二
人
の
母
を
呼
ん
で
く
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
、
母
に
兄
と
弟
と
ど
ち
ら

を
殺
し
て
よ
い
か
、
尋
ね
る
よ
う
命
令
し
た
。

相 

其
の
母
を
召
し
、
之
に
問
ひ
て
曰
く
、「
母
の
子 

人
を
殺
す
も
、
兄
弟 

相 

代
は
り
て
死
せ
ん
と
欲
す
。
吏 

決
す
る
能
は
ず
、
之
を
王
に
言ま
う

す
。
王 

仁
惠
㊒
り
。
故
に
母
に
問
ふ
、
何い
づ

れ
か
殺
し
活
か
さ
ん
と
欲
す
る
所
ぞ
」

と
。
其
の
母 

泣
き
て
對
へ
て
曰
く
、「
其
の
少
な
る
者
を
殺
せ
」
と
。
相 

其
の
言
を
受
け
、
因
り
て
之
に
問
ひ
て
曰
く
、「
夫
れ
少
子
な
る
者
は
、
人

の
愛
す
る
所
な
り
。
今 

之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
何
ぞ
や
」
と
。
其
の
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て
い
る
。
吏
は
罪
を
定
め
ら
れ
ず
、
王
に
報
吿
し
た
。
王
は
心
が
仁
惠
で
あ

り
、
妄
り
に
刑
を
加
え
る
に
忍
び
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
子
を
知
る
者
は
母

に
及
ぶ
も
の
は
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
特
別
に
汝
を
召
し
て
問
う
こ
と

に
な
っ
た
、
二
人
の
子
は
平
生
、
ど
ち
ら
が
仁
で
ど
ち
ら
が
惡
か
、
汝
の
本

當
の
言
葉
、
そ
れ
に
よ
り
罪
を
問
う
方
を
定
め
よ
う
」
と
。
そ
の
母
は
大
い

に
哭
い
て
言
っ
た
、「
二
人
の
子
は
仁
で
あ
え
て
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
、
し
か
も
と
も
に
惡
の
心
な
ど
持
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
ま
た
妾わ

た
し

は
本
當

は
誰
の
罪
で
あ
る
か
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
主
上
の
恩
愛
に
よ
り
生
か
す

と
殺
す
を
妾
に
決
め
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
愚わ

た
し

の
氣
持
ち
は

小
さ
い
方
を
殺
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
」
と）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
官
吏
が
ど
ち
ら
の
子
を
罰
す
る
の
か
を
母
の
言
葉
に
委
ね
る
と

の
王
の
言
葉
を
聞
い
た
母
は
、
二
人
の
子
は
共
に
仁
で
、
惡
の
心
が
な
い
こ
と
を

述
べ
る
。
そ
し
て
、
自
分
に
は
ど
ち
ら
が
罪
を
犯
し
た
か
を
判
斷
で
き
な
い
と
言

う
。
そ
れ
で
も
、
自
分
の
子
で
あ
る
下
の
子
を
殺
し
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
、
私
愛
に
よ
り
公
義
を
廢
せ
ず
、
亡
き
夫
と
の
約
束
に
背
く
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
古
列
女
傳
」
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
自
ら
が
內
發
的
に
判
斷
し
て
い
る
と
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
、『
列
女
傳
演
義
』
の
「
古
列
女
傳
」
と
の
最
大
の
違
い
で
あ
る
。
た
し
か

に
「
古
列
女
傳
」
で
も
、
下
の
子
を
殺
し
て
欲
し
い
と
母
は
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
二
人
が
共
に
仁
で
あ
り
惡
い
心
が
な
く
、
自
分
に
は
決
め
ら
れ
な
い
、
と
い

う
言
葉
は
な
い
。『
列
女
傳
演
義
』
は
、
そ
れ
を
朙
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
母
の

葛
藤
を
描
き
、
母
が
自
ら
の
內
在
的
な
規
範
に
從
っ
て
、
自
ら
の
行
動
を
定
め
た

こ
と
を
朙
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
り
『
列
女
傳
演
義
』
は
、

女
性
が
公
と
私
の
判
斷
能
力
を
自
ら
持
つ
こ
と
に
よ
り
襃
賞
が
得
ら
れ
る
、
と
い

う
敎
訓
書
的
な
要
素
を
示
す
の
で
あ
る
。

な
い
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
た）
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『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
に
あ
る
「
ど
ち
ら
を
殺
し
て
ど
ち
ら
を
生

か
し
て
欲
し
い
か
（
其
の
殺
し
活
か
さ
ん
と
欲
す
る
所
）」
と
い
う
王
の
言
葉
を
削
除

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
古
列
女
傳
」
で
、
ど
ち
ら
を
殺
す
べ
き
か
を
母
に

判
斷
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
回
避
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
古
列
女
傳
」
に
は
、
王

に
ど
ち
ら
を
殺
す
の
か
を
廹
ら
れ
、
ま
た
亡
き
夫
と
の
約
束
に
背
く
と
生
き
て
は

い
け
な
い
と
い
う
、
共
に
外
在
的
な
壓
力
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
母
が

自
分
の
子
を
殺
し
て
欲
し
い
と
述
べ
る
の
は
、
自
ら
の
內
な
る
公
と
私
の
規
範
に

よ
る
。

一
方
、『
列
女
傳
演
義
』
の
母
も
、
自
ら
の
內
な
る
公
と
私
の
規
範
に
よ
り
、

自
ら
の
子
を
殺
す
と
答
え
た
。
母
が
規
範
と
し
て
持
っ
て
い
た
公
と
私
の
規
範
に

基
づ
き
、
先
妻
の
子
で
あ
る
長
子
を
生
か
し
、
自
ら
の
子
で
あ
る
次
子
を
殺
し
て

欲
し
い
と
答
え
る
よ
う
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
古
列
女
傳
」
の
母

も
『
列
女
傳
演
義
』
の
母
も
、
そ
の
襃
賞
と
し
て
、
長
子
と
次
子
二
人
の
生
を
全

う
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、『
列
女
傳
演
義
』
に
も
、「
古
列
女
傳
」
と
同
樣
、
亡
き
夫
と
の
約

束
に
背
く
と
生
き
て
は
い
け
な
い
と
い
う
外
在
的
な
壓
力
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
王
が
「
ど
ち
ら
を
殺
す
の
か
」
を
廹
る
言
葉
を
削
除
す
る
と
い
う
、
わ
ず

か
な
記
述
の
書
き
換
え
に
よ
り
、
女
性
に
と
っ
て
外
在
的
な
規
範
を
意
識
し
な
が

ら
も
、
自
ら
が
持
つ
內
發
的
な
規
範
を
强
く
持
つ
べ
き
こ
と
を
『
列
女
傳
演
義
』

は
表
現
す
る
。
こ
の
結
果
、
儒
敎
の
規
範
を
外
在
的
に
示
す
「
古
列
女
傳
」
の
物

語
は
、
女
性
の
內
發
的
な
意
志
に
よ
る
規
範
の
遵
守
の
重
要
性
を
說
く
敎
訓
書
へ

と
變
貌
を
遂
げ
て
い
く
。『
列
女
傳
演
義
』
の
譯
を
揭
げ
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
（
王
は
）
相
に
命
じ
て
そ
の
母
を
召
し
て
之
に
尋
問
さ
せ
て
言
っ

た
、「
汝お

ま
え

の
子
は
人
を
殺
し
、
兄
弟
は
互
い
に
（
自
分
が
）
殺
し
た
と
認
め



『
列
女
傳
演
義
』
に
お
け
る
節
義
に
つ
い
て

一
〇
九

人
に
悅
び
、
子
の
糧
を
下
し
、
金
を
以
て
之
に
豫
ふ
る
は
、
是
れ
母
を
忘
る

る
な
り
。
母
を
忘
る
る
は
不
孝
な
り
。
色
を
好
み
て
淫
泆
な
る
は
、
是
れ
汚

行
な
り
。
汚
行
は
不
義
な
り
。
夫
れ
親
に
事
へ
て
不
孝
な
れ
ば
、
則
ち
君
に

事
へ
て
不
忠
な
り
。
家
に
處
り
て
不
義
な
れ
ば
、
則
ち
官
に
治
め
て
不
理
な

り
。
孝
義 

竝
び
に
亡う
し
な

は
る
れ
ば
、
必
ず
遂
げ
ざ
ら
ん
。
妾
は
見
る
に
忍
ば

ざ
れ
ば
、
子
は
改
め
て
娶
る
べ
し
。
妾
は
亦
た
嫁
が
ず）
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妻
は
、
色
を
好
ん
で
金
を
女
に
渡
そ
う
と
し
た
夫
の
行
爲
を
「
不
義
」、
そ
の

金
を
知
ら
ぬ
顏
で
母
に
渡
そ
う
と
し
た
行
爲
を
「
不
孝
」
と
批
判
し
、
君
主
に
仕

え
て
も
「
不
忠
」
で
あ
ろ
う
夫
と
は
、
共
に
夫
婦
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す

る
。
そ
の
の
ち
、
妻
は
黃
河
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。

一
方
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
魯
秋
胡

婦
」
と
題
を
變
更
し
、
次
の
よ
う
な

改
變
を
加
え
て
、
物
語
を
分
か
り
易
く
し
て
い
る
。

第
一
に
、
桑
を
摘
む
女
性
の
描
寫
と
し
て
、「
ま
こ
と
に
美
し
い
容
貌
の
女
性

で
あ
っ
た
（
生
得
容
貌
甚
美
）」
を
加
え
る
。
夫
が
色
に
惑
っ
た
證
で
あ
る
。
第
二

に
、「（
そ
れ
を
見
た
秋
胡
子
は
）
甚
だ
氣
に
入
り
、
ふ
ざ
け
て
か
ら
か
っ
て
（
心
甚

悅
之
、
因
調
戲
之
衟
）」
彼
女
に
言
葉
を
か
け
た
、
と
改
變
す
る
。
夫
の
行
爲
の
惡

を
際
立
た
せ
る
表
現
で
あ
る
。
第
三
に
、
木
陰
で
休
ま
せ
て
欲
し
い
と
言
っ
て
も

振
り
向
か
な
い
彼
女
に
對
し
て
、「
そ
ん
な
に
必
死
に
な
っ
て
桑
を
採
っ
て
い
る

の
は
、
利
の
た
め
な
の
で
し
ょ
う
（
夫
人
亟
亟
採
桑
、
是
以
桑
爲
利
也
）」
と
言
い
、

さ
ら
に
、「
今
日
こ
う
し
て
あ
な
た
は
わ
た
し
に
會
え
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

わ
た
し
は
不
肖
者
で
す
が
、
國
卿
で
す
。
金
の
入
っ
た
箱
も
持
っ
て
い
ま
す
、
あ

な
た
に
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
桑
を
採
っ
て
い
る
方
が

良
い
で
し
ょ
う
か
（
今
夫
人
既
見
吾
。
吾
雖
不
肖
、
實
國
卿
也
。
吾
㊒
笥
金
、
願
奉
夫

人
。
或
者
過
於
採
桑
乎
）」
と
口
說
く
。
口
說
き
文
句
が
具
體
的
に
記
さ
れ
る
こ
と

で
、
夫
の
傲
慢
さ
が
强
調
さ
れ
、
利
に
汚
い
夫
の
邪
心
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
れ

ま
た
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、
作
者
評
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
先
妻
の

子
で
あ
る
兄
を
助
け
よ
う
と
す
る
「
公
義
」
の
正
當
性
を
確
認
す
る
。

自
分
の
子
か
歬
妻
の
子
か
と
な
れ
ば
、
自
分
の
子
を
優
先
す
る
も
の
で
あ

る
。
も
し
夫
と
の
關
係
か
ら
見
れ
ば
、
歬
妻
の
子
は
嫡
子
で
あ
り
、
自
分
の

子
は
庶
子
で
あ
る
。
夫
の
心
に
は
（
嫡
庶
の
）
別
が
あ
っ
た
。
夫
と
の
約
束

を
忘
れ
ず
、
ま
た
夫
の
意
志
を
推
し
量
り
、
下
の
子
を
死
な
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る）

1（
（

。 

作
者
評
は
、
先
妻
の
子
で
あ
る
兄
が
「
嫡
子
」
で
あ
り
、
自
分
の
子
は
「
庶

子
」
で
あ
る
と
し
て
、
兄
の
子
を
遺
そ
う
と
し
た
正
當
性
を
主
張
す
る）
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先
に
擧

げ
た
「
魯
義
姑
姉
」
は
、
兄
の
子
と
自
分
の
子
の
ど
ち
ら
を
取
る
か
、
と
い
う
話

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
先
妻
の
生
ん
だ
子
も
後
妻
で
あ
る
自
分
が
生
ん
だ
子

も
、
共
に
同
宗
內
の
子
で
あ
り
、
長
子
が
優
先
さ
れ
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
近
世
に
お
け
る
規
範
を
女
性
が
私
情
を
取
ら
ず
に
、
自
發
的
な
意
志
に
よ

り
守
っ
た
と
描
く
こ
と
で
、
公
義
に
向
か
う
重
要
性
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
の
節
義
の
定
義
で
あ
る
公

と
私
の
捉
え
方
を
繼
承
し
な
が
ら
、「
古
列
女
傳
」
を
分
か
り
易
く
、
敎
訓
的
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
例
と
し
て
、
續
い
て
「
魯
秋

婦
」
を
揭
げ
よ
う
。「
魯
秋

婦
」
は
、
任
地
か
ら
數
年
し
て
よ
う
や
く
戾
る
こ
と
に
な
っ
た
夫
が
、
歸
路
の
途

中
に
桑
畑
で
會
っ
た
女
性
を
自
分
の
妻
と
氣
付
か
ず
に
金
を
渡
し
て
誘
お
う
と

し
、
拒
絕
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
夫
が
家
に
戾
る
と
、
妻
は
夫
を
言
い
諭

し
、
決
別
の
言
葉
を
殘
し
て
自
害
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
古
列
女
傳
」
に
お
い
て
、
妻
は
夫
に
對
し
て
、
次
の
よ
う
に
義
を
說
く
。

子 

束
髮
し
、
親
を
辭
し
て
徃
き
仕
ふ
。
五
年
に
し
て
乃
ち
還
る
。
當
に
悅

び
て
馳
驟
し
、
塵
を
揚
げ
て
疾
に
至
る
所
な
る
べ
し
。
今
や
乃
ち
路
傍
の
婦
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る
が
、
報
復
者
と
妻
の
拉
致
さ
れ
て
い
た
父
の
や
り
取
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

報
復
す
べ
き
相
手
と
閒
違
っ
て
妻
を
殺
し
た
報
復
者
は
、
妻
の
父
に
對
し
て
、
娘

を
閒
違
え
て
殺
し
た
と
話
し
、
娘
が
父
と
夫
を
守
る
た
め
に
殺
さ
れ
た
こ
と
は

「
義
」
で
あ
る
と
稱
贊
す
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
は
報
復
を
諦
め
た
と
し
て
、
千

金
を
娘
の
父
に
與
え
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
古
列
女
傳
」
で
は
、
娘
の
死
に
對
し
て
は
、「
義
は
天
下
に
冠
た

り
」
と
い
う
名
聲
が
遺
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、『
列
女
傳
演
義
』
で
は
、
娘
が

「
節
義
」
を
貫
い
た
襃
賞
と
し
て
、
娘
の
父
に
「
千
金
」
が
與
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
作
者
評
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
娘
の
）
孝
は
父
を
（
殺
す
に
）
忍
び
ず
、
義
は
夫
を
（
見
殺
し
に
す
る
に
）
忍

び
な
か
っ
た
。
人
に
忍
び
ざ
る
者
は
、
自
ら
忍
ぶ
者
で
あ
る
。
そ
の
孝
を
顯

彰
し
な
い
で
お
ら
れ
よ
う
か
。
そ
の
義
を
稱
揚
し
な
い
で
お
ら
れ
よ
う
か
。

し
か
し
そ
の
身
は
辛
く
、
こ
の
話
を
讀
む
た
び
に
感
傷
的
に
な
ら
ず
に
は
い

ら
れ
な
い）
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こ
こ
に
は
、『
列
女
傳
演
義
』
の
執
筆
意
圖
が
朙
示
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、

こ
う
し
た
「
節
義
」
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
を
「
節
義
」
に
誘

お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
揭
げ
た
「
魯
義
姑
姉
」
に
お

い
て
、「
古
列
女
傳
」
が
、「
公
義
」
に
生
き
な
け
れ
ば
、
魯
君
も
大
夫
も
庶
民
・

國
人
に
も
許
さ
れ
ず
、
足
の
置
き
場
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
し
て
、「
公

義
」
に
生
き
る
こ
と
へ
の
社
會
的
壓
力
を
語
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
古
列
女
傳
」

は
、
あ
く
ま
で
も
女
性
が
內
發
的
に
「
節
義
」
へ
と
向
か
う
姿
を
描
い
て
い
る
。

そ
れ
に
對
し
て
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
節
義
」
の
あ
る
生
き
方
に
は
襃
賞
が
出

る
と
描
い
た
。
こ
れ
は
外
在
的
な
要
件
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
內
發
的
な
動
機
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
心
の
內
發
的
な
動
き
に
よ
り
行
わ
れ
た

女
性
の
善
行
は
、
必
ず
報
い
が
得
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

は
、
第
四
の
彼
女
が
斷
る
言
葉
に
反
映
さ
れ
、「
ど
う
し
て
お
金
の
た
め
で
し
ょ

う
か
。
あ
な
た
の
お
金
が
多
く
と
も
、
早
く
持
ち
歸
っ
て
、
邪
心
を
抱
く
の
は
や

め
て
く
だ
さ
い
（
豈
爲
金
哉
。
子
金
多
、
願
持
歸
自
奉
、
無
起
邪
意
）」
と
「
邪
心
（
邪

意
）」
が
あ
る
と
見
拔
か
れ
て
い
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
を
繼
承
し
な
が
ら
も
、
物

語
を
具
體
的
に
描
き
、
淫
を
惡
と
し
て
强
調
す
る
こ
と
で
、「
古
列
女
傳
」
を
分

か
り
易
く
し
て
い
る
。
淫
は
惡
で
あ
る
と
い
う
規
範
性
を
加
え
る
こ
と
で
、
敎
訓

書
と
し
て
の
性
質
を
朙
確
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
夫
と
父
を
救
う
た
め
、
犧
牲
に
な
っ
た
妻
を
描
く
「
京
師
節
女
」
は
、

敎
訓
書
と
し
て
の
『
列
女
傳
演
義
』
の
あ
り
方
が
、
露
骨
に
現
れ
る
。「
古
列
女

傳
」
よ
り
揭
げ
よ
う
。

妻
が
仁
と
孝
に
篤
く
、
義
を
重
ん
じ
る
人
物
で
あ
る
と
知
っ
た
夫
へ
の
報
復
者

は
、
妻
の
父
を
拉
致
し
て
、
復
讐
の
手
引
き
を
要
求
す
る
。
夫
が
死
ね
ば
不
義
と

な
り
、
父
が
死
ね
ば
不
孝
と
な
る
と
考
え
、
妻
は
要
求
を
聞
き
入
れ
た
ふ
り
を
し

て
、
夫
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
殺
さ
れ
る
。
哀
れ
に
思
っ
た
報
復
者
は
、
夫
の
殺

害
を
斷
念
し
た
。
評
で
は
、
妻
の
德
の
高
さ
が
賞
贊
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
論

語
』
を
引
用
し
た
の
ち
、
頌
に
は
、
身
を
殺
し
て
仁
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
で
節
女

の
義
は
天
下
に
第
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。『
論
語
』
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か

ら
「
古
列
女
傳
」
を
揭
げ
よ
う
。

論
語
に
曰
ふ
、「
君
子 

身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
、
生
を
求
め
て
以
て
仁

を
害そ

こ
な

ふ
こ
と
無
し
」
と
は
、
此
れ
之
の
謂
な
り
。
頌
に
曰
く
、「
京
師
の
節

女
、
夫
の
讎 

父
を
劫
お
び
や
か

す
。
女
に
之
を
閒
せ
ん
こ
と
を
要も
と

め
、
許
さ
ざ
る

を
敢
て
せ
ず
、
處
を
朞
し
て
既
に
成
り
、
乃
ち
其
の
所
を
易か

ふ
。
身
を
殺
し

て
仁
を
成
し
、
義
は
天
下
に
冠
た
り）
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一
方
、『
列
女
傳
演
義
』
の
「
京
師
節
女
」
は
、
話
の
流
れ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ



『
列
女
傳
演
義
』
に
お
け
る
節
義
に
つ
い
て

一
一
一

こ
の
よ
う
に
『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
の
「
節
義
」
を
繼
承
し
な

が
ら
も
、
惡
を
强
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
公
」
と
「
私
」
の
關
係
性
を
分
か
り

や
す
く
傳
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
善
行
で
あ
る
「
節
義
」
の
行
爲
に
對

す
る
襃
賞
を
加
え
る
こ
と
で
、
よ
り
內
發
的
な
意
識
を
養
成
す
る
こ
と
に
努
め
、

敎
訓
書
と
し
て
の
性
質
も
帶
び
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
列
女
傳
演
義
』
が
新
た
に
加
え
た
部
分
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特

徵
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
新
た
な
る
節
義

『
列
女
傳
演
義
』
が
節
義
傳
に
新
た
に
加
え
た
十
三
篇
の
話
の
う
ち
、「
漢
馮
昭

儀
」・「
聶
政
姉
」・「
王
孫
賈
母
」・「
王
陵
母
」
の
四
作
ま
で
の
物
語
は
、「
古
列

女
傳
」
を
繼
承
す
る
「
節
義
」
の
定
義
に
基
づ
い
て
集
め
ら
れ
て
お
り
、「
古
列

女
傳
」
の
增
補
に
あ
た
る）
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こ
れ
に
對
し
て
、
五
作
目
の
「
關
盻け
い

盻
」
以
降
の

話
は
、「
古
列
女
傳
」
と
は
異
な
る
新
た
な
る
「
節
義
」
を
贊
美
す
る
。
こ
こ
で

は
、「
綠
珠
」
と
「
歌
者
婦
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

「
綠
珠
」
は
、
西
晉
末
を
舞
臺
と
し
た
話
で
、
西
晉
に
仕
え
る
富
豪
で
㊒
名
な

石
崇
の
歌
伎
の
物
語
で
あ
る
。
八
王
の
亂
に
お
い
て
權
力
を
掌
握
し
た
趙
王
司
馬

倫
を
背
後
で
操
る
孫
秀
は
、「
美
に
し
て
豔え

ん

」
と
稱
さ
れ
る
綠
珠
を
求
め
た
。
石

崇
は
綠
珠
を
讓
る
こ
と
を
承
知
し
な
い
。
孫
秀
は
趙
王
司
馬
倫
に
讒
言
し
て
、
石

崇
を
罪
に
陷
れ
る
。『
晉
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

崇 

綠
珠
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
我 

今 

爾な
ん
ぢ

が
爲
に
罪
を
得
た
り
」
と
。
綠
珠 

泣
き
て
曰
く
、「
當
に
官き
み

が
歬
に
死
を
效い
た

す
べ
し
」
と
。
因
り
て
自
ら
樓
下

に
投
じ
て
死
せ
り）
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『
晉
書
』
が
、
こ
の
よ
う
に
描
い
た
綠
珠
の
物
語
は
、
晉
の
王
嘉
が
撰
し
た

『
拾
遺
記
』
に
記
さ
れ
る
石
崇
の
婢
で
あ
る
翾け

ん
ふ
う風
が
持
つ
眞
珠
の
物
語
と
合
わ
せ

ら
れ
、
北
宋
の
樂
史
の
作
と
さ
れ
る
「
綠
珠
傳
」
に
昇
華
さ
れ
る
。『
列
女
傳
演

義
』
の
作
者
と
さ
れ
る
馮
焴
の
父
で
あ
る
馮
夢
龍
は
、「
綠
珠
傳
」
を
『
情
史
』

に
收
錄
し
た
。『
情
史
』「
綠
珠
」
は
、
綠
珠
が
死
ぬ
場
面
を
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。孫

秀
は
怒
り
、
そ
こ
で
（
石
崇
の
）
惡
口
を
趙
王
倫
に
吿
げ
口
し
て
一
族
を

皆
殺
し
に
し
よ
う
と
し
た
。（
石
崇
を
）
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
兵
士
が
突
如

や
っ
て
き
た
。
石
崇
は
綠
珠
に
、「
私
は
こ
の
度
お
ま
え
の
た
め
に
罪
を
え

た
」
と
言
っ
た
。
綠
珠
は
淚
を
流
し
て
、「
あ
な
た
樣
の
歬
で
命
を
絕
ち
と

う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
た
。
石
崇
は
制
止
し
た
が
、
樓
上
か
ら
身
を
投
げ

て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
石
崇
は
東
市
で
晒
し
首
と
な
っ
た）
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こ
れ
に
對
し
て
、『
列
女
傳
演
義
』
の
「
綠
珠
」
で
は
、
石
崇
が
綠
珠
に
、「
私

は
こ
の
度
お
ま
え
の
た
め
に
罪
を
え
た
。
き
み
は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
（
我
今

爲
汝
獲
罪
矣
。
子
將
奈
何
）」
と
聞
く
。
す
る
と
、
綠
珠
は
ひ
ど
く
泣
き
な
が
ら
、

「
あ
な
た
樣
が
わ
た
く
し
の
た
め
に
罪
を
え
た
の
で
す
か
ら
、
わ
た
く
し
は
あ
な

た
樣
に
負
い
目
が
あ
り
ま
す
の
で
、
先
に
あ
な
た
樣
の
歬
で
命
を
絕
ち
と
う
ご
ざ

い
ま
す
（
君
既
爲
妾
獲
罪
、
妾
敢
負
君
、
請
先
效
死
於
君
歬
）」
と
答
え
る
。
さ
ら
に
、

石
崇
が
「
死
ぬ
こ
と
は
固
よ
り
快
事
で
あ
る
が
、
だ
が
わ
た
し
は
忍
び
な
い
の
だ

（
效
死
固
快
事
、
但
吾
不
忍
耳
）」
と
言
う
と
、
綠
珠
は
、「
忍
ぶ
の
は
一
時
的
な
こ

と
で
す
。
快
事
は
千
年
に
亙
り
續
く
も
の
で
す
（
忍
不
過
一
時
耳
。
快
事
在
千
古
）」

と
答
え
、
樓
か
ら
身
を
投
げ
て
命
を
絕
つ
。『
列
女
傳
演
義
』
は
、
樂
史
の
「
綠

珠
傳
」
と
馮
夢
龍
の
『
情
史
』
綠
珠
に
は
な
い
石
崇
と
綠
珠
と
の
や
り
取
り
を
加

え
、
綠
珠
が
千
年
に
亙
り
名
を
殘
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
、
貞
節
の
た
め
に

く
死
ん
だ
樣
子
を
描
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
列
女
傳
演
義
』
は
最
後
に
、
次
の
よ
う
な
作
者
評
を
附
す
。

綠
珠
は
身
を
踊
ら
せ
て
樓
よ
り
墜
ち
た
。
慷
慨
し
て
死
ん
だ
こ
と
は
、
虞
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姬
に
も
劣
ら
な
い
。
こ
う
し
て
石
崇
に
、
千
載
も
の
閒
、
體
面
を
保
た
せ

た
。
一
女
子
（
の
行
い
）
は
輕
重
を
論
ず
る
に
足
り
な
い
と
言
っ
て
は
な
ら

な
い
。
こ
と
名
節
に
關
し
て
は
、
小
（
さ
な
歌
伎
）
だ
か
ら
と
い
っ
て
大
に

及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
を
知
る
べ
き
で
あ
る）
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こ
こ
で
は
、『
列
女
傳
演
義
』
に
加
え
た
新
作
の
第
六
番
目
の
話
に
描
か
れ
て

い
る
虞
姬
と
比
較
し
な
が
ら
、
歌
伎
で
あ
る
綠
珠
の
節
義
が
そ
れ
に
劣
ら
な
い
と

論
ず
る
。「
古
列
女
傳
」
は
、
宮
廷
を
舞
臺
と
す
る
た
め
、
取
り
上
げ
る
女
性
た

ち
は
、
王
妃
や
皇
女
、
そ
れ
に
仕
え
る
女
官
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對

し
て
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、
新
た
に
加
え
た
話
の
中
で
、
歌
伎
な
ど
身
分
の
低

い
女
性
の
節
義
を
取
り
上
げ
る
。
新
た
に
加
え
た
話
に
お
い
て
、
主
人
公
の
女
性

は
、「
關
盻
盻
」
で
は
妓
妾
、「
春
娘
」
で
は
婢
、「
歌
者
婦
」
で
は
歌
伎
、「
海
烈

婦
」
で
は
庶
民
の
妻
で
あ
る
。

朙
代
で
は
、
都
市
に
お
い
て
「
民
變
」
と
呼
ば
れ
る
民
衆
暴
動
が
頻
發
し
て
い

た
。
民
變
の
指
導
者
に
は
、
無
學
な
庶
民
も
多
か
っ
た
。
無
知
無
學
の
庶
民
の
示

す
直
情
的
な
正
義
感
は
、
知
識
人
の
㊟
目
と
賞
贊
を
受
け
た）
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そ
れ
は
、
陽
朙
學

が
無
學
な
庶
民
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
陽
朙
學
者
は
、
身
分
も
樣
々
な

男
女
入
り
交
じ
る
群
衆
に
、
生
ま
れ
つ
き
の
良
善
な
性
は
、
官
人
と
庶
民
も
、
漢

人
と
夷
狄
も
同
じ
で
あ
る
と
說
い
た）

1（
（

。
こ
う
し
た
庶
民
の
重
視
が
、
朙
末
の
小
說

に
お
け
る
奴
僕
や
妓
女
な
ど
下
層
民
の
心
情
に
寄
り
𣷹
う
敍
述
に
繫
が
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

『
列
女
傳
演
義
』
の
特
徵
で
あ
る
、
身
分
の
低
い
者
の
節
義
を
扱
っ
た
事
例
と

し
て
、
も
う
一
例
「
歌
者
婦
」
を
檢
討
し
よ
う
。「
歌
者
婦
」
の
槪
略
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

朙
の
南
京
に
𣝣
位
を
世
襲
し
た
大
帥
が
い
た
。
酒
色
に
溺
れ
た
人
物
だ
っ
た
。

あ
る
と
き
、
北
か
ら
夫
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
歌
姬
が
い
た
。
歌
が
上
手
で
美
し

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
帥
は
彼
女
を
召
し
出
し
た
が
、
い
つ
も
夫
が
一
緖
だ
っ

た
。
や
が
て
大
帥
は
、
邪
魔
な
夫
を
殺
害
す
る
と
、
眞
珠
や
翡
翠
を
贈
っ
て
彼
女

の
氣
を
惹
こ
う
と
し
た
。
一
年
後
、
歌
姬
は
大
帥
に
氣
の
あ
る
そ
ぶ
り
を
し
て
油

斷
さ
せ
、
夫
の
仇
を
討
つ
た
め
大
帥
を
斬
り
殺
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
腕
力
が

足
り
ず
に
失
敗
し
、
自
ら
命
を
絕
っ
た
。

こ
れ
に
對
し
て
『
列
女
傳
演
義
』
は
、
次
の
よ
う
な
作
者
評
を
つ
け
て
い
る
。

人
品
に
貴
賤
は
あ
る
が
、
夫
妻
が
情
好
を
な
す
こ
と
に
は
貴
賤
は
な
い
。
こ

の
た
め
使
君
に
婦
が
あ
り
、
羅
旉
に
夫
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
來
歷
は
久
し

い
。
歌
者
の
婦
だ
け
が
ひ
と
り
夫
を
思
わ
ぬ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
帥
が
そ
の

夫
を
殺
せ
ば
、
歌
婦
が
そ
の
夫
を
思
っ
て
帥
を
刺
す
こ
と
は
必
然
で
あ
っ

た
。
刺
そ
う
と
し
た
こ
と
は
誠
に
見
事
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
劍
術
に
疎
い
た

め
、
荊
軻
の
痛
み
を
抱
え
た
の
は
、
嘆
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

凛
々
と
し
た
一
事
例
が
あ
る
こ
と
は
、
富
貴
の
家
が
そ
の
權
勢
に
よ
り
匹
婦

の
節
を
輕
々
し
く
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
名

節
は
こ
こ
に
永
く
朙
ら
か
と
な
っ
た）
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身
分
に
は
貴
賤
が
あ
る
が
、
人
と
し
て
の
情
に
は
貴
賤
が
な
い
。
𣝣
位
を
世
襲

す
る
帥
と
い
う
「
貴
」
が
歌
婦
と
い
う
「
賤
」
を
權
勢
に
も
の
を
言
わ
せ
て
欲
し

い
ま
ま
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
「
節
義
」
を
示
し
た
こ
と
を
評
は
、
高

く
評
價
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
節
義
」
こ
そ
、
永
く
規
範
と
な
っ
た
、
と
す
る

の
で
あ
る
。

『
列
女
傳
演
義
』
は
、
馮
夢
龍
の
『
情
史
』
を
藍
本
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
文

言
か
ら
白
話
に
直
し
て
い
る）
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本
質
的
な
相
違
は
、
馮
夢
龍
の
評
と
の
違
い
に
あ

る
。
馮
夢
龍
は
「
歌
者
婦
」
に
次
の
よ
う
な
評
を
つ
け
て
い
る
。

こ
れ
は
女
の
高
漸
離
で
あ
る
。
高
漸
離
は
友
（
の
荊
軻
）
の
た
め
に
、
こ
の

女
は
夫
の
た
め
に
し
た
。
始
皇
帝
が
荊
軻
を
殺
し
た
の
は
、
仕
方
が
な
い
。
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歌
者
の
死
は
、
冤
罪
で
あ
る
。（
大
帥
の
）
頸
は
斷
た
れ
る
べ
き
で
、
珠
翠
で

媚
び
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
金
兀
術
は
一
小
卒
の
妻
を
愛
し
、
卒
を
殺

し
て
こ
れ
を
奪
い
、
寵
愛
し
よ
う
と
し
た
。
あ
る
日
晝
寢
か
ら
目
覺
め
る

と
、
突
然
こ
の
婦
が
刄
を
持
っ
て
向
か
っ
て
く
る
の
が
見
え
た
。
驚
い
て
起

き
こ
れ
に
、「
夫
の
た
め
に
仇
を
報
じ
る
と
い
う
の
か
」
と
尋
ね
た
。
術
は

默
り
こ
ん
で
、
こ
れ
を
去
ら
せ
た
。
そ
の
日
、
大
い
に
將
士
と
饗
宴
し
、

こ
の
婦
を
召
し
だ
し
て
、「
お
ま
え
を
殺
す
こ
と
は
罪
無
き
者
を
殺
す
こ
と

だ
、（
そ
う
か
と
い
っ
て
）
お
ま
え
を
留
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
ま
え
は

諸
將
の
中
か
ら
自
分
で
從
う
者
を
選
べ
」
と
言
っ
た
。
婦
人
が
一
人
を
指
さ

す
と
、
術
は
直
ち
に
こ
れ
を
與
え
た
、
と
い
う
。
こ
の
婦
も
ま
た
た
い
へ
ん

考
え
が
あ
っ
た
。
惜
し
む
ら
く
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
歌
者
の
婦
（
が
節
義
の
た
め
に
死
ん
だ
こ
と
）
は
い
よ
い
よ
成

し
難
い
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

馮
夢
龍
は
、
評
で
「
歌
者
婦
」
を
女
の
高
漸
離
と
稱
え
た
う
え
で
、
金
の
建
國

者
で
あ
る
完
顏
阿
骨
打
の
第
六
子
の
斡オ

啜ジ
ュ

（
金
兀
術
）
が
一
小
卒
か
ら
奪
っ
た
妻

と
比
較
す
る
。
一
小
卒
の
仇
討
ち
の
た
め
に
金
兀
術
を
襲
っ
た
女
が
死
ね
な
か
っ

た
こ
と
に
對
し
て
、
自
殺
し
て
「
節
義
」
を
貫
い
た
「
歌
者
婦
」
の
こ
と
を
馮
夢

龍
は
、
高
く
評
價
し
て
い
る
。

『
列
女
傳
演
義
』
は
、
こ
れ
を
承
け
て
、
高
漸
離
の
代
わ
り
に
荊
軻
を
出
し
、

金
兀
術
の
代
わ
り
に
、
戰
國
時
代
の
趙
王
の
家
臣
の
妻
で
趙
王
か
ら
の
誘
い
を
斷

っ
た
羅
旉
を
揭
げ
る
。
金
兀
術
を
避
け
た
の
は
、
淸
初
に
お
い
て
女
眞
の
皇
族
の

話
題
を
避
け
た
と
思
わ
れ
る
。
馮
夢
龍
の
評
の
中
で
も
、
一
小
卒
の
妻
と
比
較
さ

れ
る
よ
う
に
、「
歌
者
婦
」
が
卑
賤
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
『
列
女
傳
演
義
』
は
朙
確
化
し
て
、「
人
品
に
貴
賤
は
あ
る
が
、
夫
妻
が

情
好
を
な
す
こ
と
に
は
貴
賤
は
な
い
」
と
冐
頭
に
揭
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
に
追
加
し
た
作
品
に
お
い

て
、「
綠
珠
」
で
も
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
、
身
分
低
き
者
の
情
を
拾
い
あ
げ
る

こ
と
に
努
め
て
い
る
。「
古
列
女
傳
」
の
扱
う
王
妃
や
皇
女
な
ど
朝
廷
の
女
性
だ

け
で
は
な
く
、
市
井
を
生
き
る
庶
民
の
女
性
た
ち
の
「
節
義
」
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
よ
り
、
列
女
傳
を
よ
り
身
近
な
物
語
と
し
、
多
く
の
女
性
が
生
き
て
い
く
た

め
の
指
針
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
節
義
」
は
本
來
、
男
女
雙
方
に
用
い
る
槪
念
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、

「
古
列
女
傳
」
で
は
女
性
に
對
し
て
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
公
義
の
た
め
に
私

愛
を
犧
牲
に
す
る
と
い
う
「
古
列
女
傳
」
に
特
徵
的
な
「
節
義
」
の
あ
り
方
は
、

中
國
近
世
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、『
列
女
傳
演
義
』

は
、「
古
列
女
傳
」
を
白
話
に
直
す
際
に
、
中
國
近
世
に
お
け
る
社
會
通
念
と
合

わ
な
い
場
合
に
は
、
違
和
感
を
な
く
す
た
め
に
字
句
を
改
め
、
作
者
評
に
說
朙
を

加
え
る
こ
と
で
調
整
を
圖
っ
た
。
ま
た
、
惡
を
强
調
す
る
こ
と
で
、
私
愛
よ
り

も
公
義
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
分
か
り
易
く
傳
え
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、「
節

義
」
に
對
す
る
襃
賞
を
加
え
る
こ
と
で
、「
古
列
女
傳
」
よ
り
も
、
さ
ら
に
內
發

的
に
女
性
が
「
節
義
」
を
發
揮
す
る
こ
と
を
求
め
、
敎
訓
書
と
し
て
の
性
質
も
帶

び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
守
貞
」
を
中
心
と
す
る
新
し
い
物
語
を
「
古
列
女
傳
」

と
同
數
の
十
三
話
盛
り
込
ん
で
い
る
。
女
性
の
節
義
は
「
守
貞
」
を
中
心
と
す

る
、
と
い
う
中
國
近
世
の
新
た
な
る
節
義
觀
に
對
應
す
る
た
め
で
あ
る
。『
列
女

傳
演
義
』
全
卷
の
中
で
節
義
傳
の
新
作
が
最
も
多
い
こ
と
は
、「
節
義
」
と
い
う

槪
念
が
古
代
と
近
世
で
最
も
乖
離
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、『
列
女
傳
演

義
』
は
、「
古
列
女
傳
」
の
扱
う
王
妃
や
皇
女
な
ど
朝
廷
の
女
性
だ
け
の
「
節
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義
」
に
止
ま
ら
ず
、
市
井
を
生
き
る
庶
民
の
女
性
た
ち
の
「
節
義
」
を
も
取
り
上

げ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
中
國
近
世
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
「
列
女
傳
」
を
よ
り

身
近
な
物
語
と
し
、
多
く
の
女
性
が
生
き
て
い
く
た
め
の
指
針
と
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

中
國
近
世
に
お
い
て
、「
列
女
傳
」
は
敎
訓
書
で
あ
る
、
と
い
う
印
象
が
强
く

な
る
の
は
、『
列
女
傳
演
義
』
の
よ
う
な
俗
本
が
、
劉
向
の
「
古
列
女
傳
」
を
中

國
近
世
の
社
會
風
潮
に
合
わ
せ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

㊟
（
１
）　

仙
石
知
子
「『
列
女
傳
』
硏
究
序
說

─
中
國
近
世
に
お
け
る
流
布
と
受
容

─
」

（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
三
五
、
二
〇
一
八
年
）
を
參
照
。

（
２
）　

仙
石
知
子
「『
列
女
傳
演
義
』
に
お
け
る
貞
順
に
つ
い
て
」（『
中
國
女
性
史
硏
究
』

二
八
、
二
○
一
九
年
）
を
參
照
。

（
３
）　

文
革
紅
「
”素
政
堂
主
人
“
爲
馮
夢
龍
之
子
馮
焴
考
」（『
復
旦
學
報
』
社
會
科
學

版
、
二
○
○
六
―
二
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、『
列
女
傳
演
義
』
首
卷
に
收
め
ら
れ
て

い
る
「
列
女
傳
演
義
序
」
が
龍
子
猶
（
馮
夢
龍
）
の
著
と
す
る
。
篇
末
に
「
素
政

堂
」（
蘇
州
の
書
房
）
の
落
款
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、
馮
夢
龍
の

死
後
、
素
政
堂
を
引
き
繼
い
だ
子
の
馮
焴
が
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
な

お
、『
列
女
傳
演
義
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
賈
海
建
「《
列
女
演
義
》
考
辨
」（『
貴

州
師
範
大
學
學
報
』
社
會
科
學
版
、
二
〇
〇
九
―
五
、
二
〇
〇
九
年
）
を
參
照
。

（
４
）　

吾
聞
、
將
節
勈
而
不
果
生
、
故
士
民
盡
力
而
不
畏
死
。
是
以
戰
勝
攻
取
、
故
能
存

國
安
君
。
夫
戰
而
忘
勈
、
非
孝
也
。
君
亡
不
死
、
非
忠
也
。
今
軍
敗
君
死
、
子
獨
何

生
。
忠
孝
忘
於
身
、
何
忍
以
歸
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

蓋
將
之
妻
）。

（
５
）　

吾
聞
之
、
主
憂
臣
辱
、
主
辱
臣
死
。
今
君
死
而
子
不
死
、
可
謂
義
乎
。
多
殺
士

民
、
不
能
存
國
而
自
活
、
可
謂
仁
乎
。
憂
妻
子
而
忘
仁
義
、
背
故
君
而
事
强
暴
、
可

謂
忠
乎
。
人
無
忠
臣
之
衟
・
仁
義
之
行
、
可
謂
賢
乎
。
周
書
曰
、
先
君
而
後
臣
、

先
父
母
而
後
兄
弟
、
先
兄
弟
而
後
交
友
、
先
交
友
而
後
妻
子
。
妻
子
、
私
愛
也
。

事
君
、
公
義
也
。
今
子
以
妻
子
之
故
、
失
人
臣
之
節
、
無
事
君
之
禮
。
棄
忠
臣
之
公

衟
、
營
妻
子
之
私
愛
、
偸
生
苟
活
、
妾
等
恥
之
、
況
於
子
乎
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

蓋
將
之
妻
）。

（
６
）　

下
見
隆
雄
は
、「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳
の
お
け
る
主
人
公
た
ち
の
私
愛
を
否

定
し
公
義
を
實
踐
す
る
行
爲
に
は
、
穀
梁
學
の
影
響
が
あ
っ
た
と
す
る
。
下
見
隆
雄

「
劉
向
『
列
女
傳
』
よ
り
見
る
儒
敎
社
會
と
母
性
原
理
」（
廣
島
大
學
文
學
部
紀
要

『
東
洋
思
想
』
五
〇
、
一
九
九
一
年
）
を
參
照
。

（
７
）　

君
子
謂
、
蓋
將
之
妻
、

而
好
義
。
詩
曰
、
淑
人
君
子
、
其
德
不
回
、
此
之
謂

也
。
頌
曰
、
蓋
將
之
妻
、
據
節
銳
精
。
戎
既
滅
蓋
、
邱
子
獨
生
。
妻
恥
不
死
、
陳
設

五
榮
。
爲
夫
先
死
、
卒
遺
顯
名
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

蓋
將
之
妻
）。

（
８
）　
『
毛
詩
正
義
』
卷
十
三
の
鄭
箋
に
、「
箋
に
云
ふ
、
淑
は
善
、
懷
は
至
な
り
。
古

者
、
善
人
・
君
子
、
其
の
禮
樂
を
用
ふ
る
に
、
各
〻
其
の
宜
を
得
、
至
り
て
信
に
忘

る
可
か
ら
ず
（
箋
云
、
淑
善
、
懷
至
也
。
古
者
、
善
人
・
君
子
、
其
用
禮
樂
、
各
得

其
宜
、
至
信
不
可
忘
）」
と
あ
る
。

（
９
）　

中
國
近
世
に
お
い
て
、
女
性
の
守
貞
を
「
節
義
」
と
す
る
事
例
が
族
譜
な
ど
に
多

用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
仙
石
知
子
『
朙
淸
小
說
に
お
け
る
女
性
像
の
硏
究
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
を
參
照
。

（
10
）　

漢
代
に
お
け
る
孝
と
忠
に
つ
い
て
は
、
尾
形
勈
『
中
國
古
代
の
「
家
」
と
國
家
─

─
皇
帝
支
配
下
の
秩
序
構
造

─
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
を
參
照
。

（
11
）　

己
之
子
、
私
愛
也
。
兄
之
子
、
公
義
也
。
夫
背
公
義
而
嚮
私
愛
、
亡
兄
子
而
存
妾

子
、
幸
而
得
幸
、
則
魯
君
不
吾
畜
、
大
夫
不
吾
養
、
庶
民
・
國
人
不
吾
與
也
。
夫
如

是
、
則
脅
肩
無
所
容
、
而
累
足
無
所
履
也
。
子
雖
痛
乎
、
獨
謂
義
何
。
故
忍
棄
子
而

行
義
。
不
能
無
義
而
視
魯
國
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

魯
義
姑
姉
）。

（
12
）　

魯
未
可
伐
也
。
乃
至
於
境
、
山
澤
之
婦
人
耳
、
猶
知
持
節
行
義
、
不
以
私
害
公
。



『
列
女
傳
演
義
』
に
お
け
る
節
義
に
つ
い
て

一
一
五

其
諾
邪
。
且
殺
兄
活
弟
、
是
以
私
愛
廢
公
義
也
。
背
言
忘
信
、
是
欺
死
者
也
。
夫
言

不
約
束
、
已
諾
不
分
、
何
以
居
於
世
哉
。
子
雖
痛
乎
、
獨
謂
行
何
。
泣
下
沾
襟
（「
古

列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

齊
義
繼
母
）。

（
19
）　

寡
人
細
思
、
子
之
善
惡
、
母
必
知
之
。
試
召
其
母
、
而
問
之
則
必
不
枉
（『
列
女

傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

齊
繼
母
）。

（
20
）　

因
命
相
召
其
母
而
問
之
衟
、
汝
之
子
殺
人
、
兄
弟
互
相
認
死
。
吏
不
能
定
罪
、

言
之
於
王
。
王
心
仁
惠
、
不
忍
妄
意
加
刑
。
以
爲
、
知
子
者
莫
如
母
。
故
特
召
汝
來

問
、
二
子
平
日
、
孰
仁
孰
惡
、
汝
可
實
言
、
以
便
定
罪
。
其
母
大
哭
說
衟
、
二
子
仁

固
不
敢
當
、
然
亦
皆
無
惡
心
。
妾
亦
實
不
知
其
爲
誰
之
罪
。
但
蒙
上
恩
問
欲
活
欲
殺

於
妾
使
妾
得
行
、
愚
意
則
請
殺
少
者
（『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

齊
繼
母
）。

（
21
）　

以
己
之
子
與
歬
妻
之
子
論
、
則
己
子
親
也
。
若
以
二
子
從
夫
起
見
、
則
歬
妻
之
子

嫡
也
、
己
子
庶
也
。
夫
心
或
又
㊒
别
。
既
不
忘
夫
托
、
則
又
安
敢
不
推
體
夫
心
、
此

其
寧
死
少
子
也
（『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

齊
繼
母
）。

（
22
）　

本
來
「
庶
子
」
と
は
妾
の
生
ん
だ
子
の
こ
と
を
言
う
。「
古
列
女
傳
」
で
は
、
冐

頭
に
「
齊
義
繼
母
者
、
齊
二
子
之
母
也
」
と
朙
記
さ
れ
る
の
で
、
母
は
後
妻
で
あ

る
。
こ
れ
に
對
し
て
、『
列
女
傳
演
義
』
は
、「
齊
義
繼
母
者
、
齊
二
子
之
母
也
」
を

缺
く
た
め
、
妻
で
は
な
く
妾
と
設
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
23
）　

子
束
髮
、
辭
親
徃
仕
。
五
年
乃
還
。
當
所
悅
馳
驟
、
揚
塵
疾
至
。
今
也
乃
悅
路

傍
婦
人
、
下
子
之
糧
、
以
金
豫
之
、
是
忘
母
也
。
忘
母
不
孝
。
好
色
淫
泆
、
是
汚
行

也
。
汚
行
不
義
。
夫
事
親
不
孝
、
則
事
君
不
忠
。
處
家
不
義
、
則
治
官
不
理
。
孝
義

竝
亡
、
必
不
遂
矣
。
妾
不
忍
見
、
子
改
娶
矣
。
妾
亦
不
嫁
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節

義
傳 

魯
秋

婦
）。

（
24
）　

論
語
曰
、
君
子
殺
身
以
成
仁
、
無
求
生
以
害
仁
、
此
之
謂
也
。
頌
曰
、
京
師
節

女
、
夫
讎
劫
父
。
要
女
閒
之
、
不
敢
不
許
、
朞
處
既
成
、
乃
易
其
所
。
殺
身
成
仁
、

義
冠
天
下
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

京
師
節
女
）。

（
25
）　

孝
不
忍
父
、
義
不
忍
夫
。
所
謂
不
忍
人
、
必
自
忍
也
。
其
孝
非
不
彰
。
其
義
非
不

而
況
於
朝
臣
・
士
大
夫
乎
。
請
還
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

魯
義
姑
姉
）。

（
13
）　

公
正
誠
信
、
果
於
行
義
。
夫
義
其
大
哉
。
雖
在
匹
婦
、
國
猶
賴
之
。
況
以
禮
義

治
國
乎
。
詩
云
、
㊒
覺
德
行
、
四
國
順
之
、
此
之
謂
也
。
頌
曰
、
齊
君
攻
魯
、
義
姑

㊒
節
。
見
軍
走
山
、
棄
子
抱
姪
。
齊
將
問
之
、
賢
其
推
理
。
一
婦
爲
義
、
齊
兵
遂
止

（「
古
列
女
傳
」
卷
五 

節
義
傳 

魯
義
姑
姉
）。

（
14
）　

兄
子
雖
親
、
終
不
親
於
己
子
。
你
這
婦
人
棄
了
己
子
、
而
反
抱
兄
之
子
走
。
卻
是

何
意
（『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

魯
義
姑
姉
）。「
古
列
女
傳
」
で
の
齊
將
の
言

葉
は
、「
子
之
於
母
、
其
親
愛
也
、
痛
甚
於
心
、
今
釋
之
、
而
反
抱
兄
之
子
。
何
也
」

で
あ
る
（「
古
列
女
傳
」
卷
五 
節
義
傳 

魯
義
姑
姉
）。

（
15
）　

こ
の
場
合
の
兄
は
、
夫
の
兄
で
は
な
く
、
彼
女
自
身
の
兄
で
あ
る
。
な
お
、「
姑

姉
」
と
い
う
字
句
に
つ
い
て
、
下
見
隆
雄
『
劉
向
『
列
女
傳
』
の
硏
究
』（
東
海
大

學
出
版
會
、
一
九
八
九
年
）
は
、「
姑
姉
」
は
父
の
姉
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
、
兄

の
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
姑
妹
」
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
を
字
形
の
誤
り
と

す
る
說
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
や
は
り
「
兄
」
を
夫
の
兄
と
は
捉
え
て
い

な
い
。

（
16
）　

中
國
近
世
に
お
け
る
宗
族
內
の
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
仙
石
知
子
『
朙
淸
小

說
に
お
け
る
女
性
像
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
を
參
照
。

（
17
）　

棄
子
留
姪
、
鄧
伯
衟
所
爲
也
。
雖
未
必

合
於
聖
賢
之
中
衟
、
然
窺
其
心
實
、
亦

㊒
意
爲
賢
。
而
微
傷
於
過
者
、
若
以
公
私
論
則
亦
可
謂
之
難
能
矣
。
倘
不
然
而
棄
姪

留
子
、
稍
㊒
人
心
安
乎
、
不
安
乎
。
故
義
姑
姉
侃
侃
一
論
、
而
齊
師
退
矣
、
義
之
㊒

益
於
國
如
此
（『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

魯
義
姑
姉
）。

（
18
）　

相
召
其
母
、
問
之
曰
、
母
之
子
殺
人
、
兄
弟
欲
相
代
死
。
吏
不
能
決
、
言
之
於

王
。
王
㊒
仁
惠
。
故
問
母
、
何
所
欲
殺
活
。
其
母
泣
而
對
曰
、
殺
其
少
者
。
相
受
其

言
、
因
而
問
之
曰
、
夫
少
子
者
、
人
之
所
愛
也
。
今
欲
殺
之
、
何
也
。
其
母
對
曰
、

少
者
、
妾
之
子
也
。
長
者
、
歬
妻
之
子
也
。
其
父
疾
且
死
之
時
、
屬
之
於
妾
曰
、
善

養
視
之
。
妾
曰
、
諾
。
今
既
受
人
之
託
、
許
人
以
諾
。
豈
可
以
忘
人
之
託
、
而
不
信
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（
34
）　

此
女
中
高
漸
離
也
。
漸
離
爲
友
、
此
爲
夫
。
祖
龍
之
殺
荊
卿
也
、
宜
也
。
歌
者
之

死
、
不
更
冤
乎
。
頸
且
可
斷
、
豈
珠
翠
所
能
媚
哉
。
金
兀
術
愛
一
小
卒
之
妻
、
殺
卒

而
奪
之
、
寵
以
專
房
。
一
日
晝
寢
覺
、
忽
見
此
婦
持
利
刄
欲
向
。
驚
起
問
之
曰
、
欲

爲
夫
報
仇
耳
。
術
嘿
然
、
麾
使
去
。

日
、
大
享
將
士
、
召
此
婦
出
謂
曰
、
殺
汝
則

無
罪
、
留
汝
則
不
可
。
任
汝
于
諸
將
中
自
擇
所
從
。
婦
指
一
人
、
術

賜
之
。
此
婦

亦
大
㊒
意
思
。
惜
乎
不
肯
拼
一
死
也
。
然
則
爲
歌
者
婦
愈
難
矣
（『
情
史
』
卷
一 

情

貞
類 

歌
者
婦
）。

揚
。
然
而
其
身
苦
矣
、
每
讀
至
此
不
禁
神
傷
者
久
之
（『
列
女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義

傳 

京
師
節
女
）。

（
26
）　

現
行
の
「
古
列
女
傳
」
に
は
、
頌
の
な
い
二
十
篇
を
集
め
た
「
續
列
女
傳
」
が
つ

い
て
お
り
、
四
作
は
い
ず
れ
も
そ
こ
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。「
續
列
女
傳
」
に
つ
い

て
は
、
下
見
隆
雄
「『
續
列
女
傳
』
に
つ
い
て
」（『
哲
學
』
四
○
、
廣
島
哲
學
會
、

一
九
八
八
年
）
を
參
照
。

（
27
）　

崇
謂
綠
珠
曰
、
我
今
爲
爾
得
罪
。
綠
珠
泣
曰
、
當
效
死
於
官
歬
。
因
自
投
于
樓
下

而
死
（『
晉
書
』
卷
三
十
三 

石
苞
傳
附
石
崇
傳
）。

（
28
）　

秀
怒
、
乃
譖
倫
族
之
。
收
兵
忽
至
。
崇
謂
綠
珠
曰
、
我
今
爲
爾
獲
罪
。
綠
珠
泣

曰
、
願
效
死
於
君
歬
。
崇
因
止
之
、
遽
墮
樓
而
死
。
崇
棄
東
市
（『
情
史
』
卷
一 

情

貞
類 

綠
珠
）。

（
29
）　

綠
珠
湧
身
墜
樓
。
死
之
慷
慨
、
不
臧
虞
姬
。
遂
令
石
崇
、
千
載
之
下
、
尙
留
顏

面
。
無
曰
一
女
子
不
足
爲
重
輕
也
。
須
知
事
關
名
節
、
雖
小
實
不
大
可
不
盡
也
（『
列

女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

綠
珠
）。

（
30
）　

岸
本
美
緖
「
風
俗
と
時
代
觀
」（『
古
代
文
化
』
四
八
─
二
、
一
九
九
六
年
、『
風

俗
と
時
代
觀
─
朙
淸
史
論
集
１
』
硏
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
に
所
收
）
を
參
照
。

（
31
）　

溝
口
雄
三
「
中
國
近
代
の
源
流
」（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
學
ハ
ー
バ
ー
ド
・
イ
ェ
ン
ジ

ン
硏
究
所
講
演
「
近
代
中
國
を
俯
瞰
す
る
新
し
い
視
座
」
二
〇
〇
〇
年
、『
中
國
の

衝
擊
』
東
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
を
參
照
。

（
32
）　

人
品
㊒
貴
賤
、
而
夫
妻
之
爲
於
情
好
則
又
無
貴
賤
也
。
故
使
君
㊒
婦
、
羅
旉
㊒

夫
、
其
來
久
矣
。
何
至
歌
者
婦
而
獨
不
念
其
夫
也
。
既
念
其
夫
則
帥
殺
其
夫
、
歌
婦

刺
帥
必
然
矣
。
刺
之
誠
快
、
獨
恨
劍
術
疎
、
而
抱
荊
軻
之
痛
爲
悵
悵
耳
。
雖
然
㊒
此

一
舉
凛
凛
、
然
使
富
貴
家
不
敢
以
勢
而
輕
奪
匹
婦
之
節
、
則
名
節
於
兹
永
賴
矣
（『
列

女
傳
演
義
』
卷
五 

節
義
傳 

歌
者
婦
）。

（
33
）　
「
歌
者
婦
」
の
起
源
は
、『
太
平
廣
記
』
卷
二
百
七
十 

婦
人
一 

歌
者
婦
に
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
る
。




